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船舶所有者が選任する「船員向け産業医」の確保について（周知・協力依頼） 

 

 

労働安全衛生法では、産業医による労働者の健康管理が責務とされていますが、船員つい

ては同様の制度的な仕組みがなく、自主的な取組に任されていたところです。 

この度、船員法施行規則等が改正され、令和５年４月１日以降、常時５０人以上の船員を

使用する船舶所有者（労働安全衛生等でいう「事業者」）に、「船員向け産業医」の選任が

義務付けられることとなりました。 

「船員向け産業医」の要件については、労働安全衛生規則に基づく産業医と同一のものと

し、業務内容も準じていることから（ただし、「船員向け産業医」による船内の巡視は少な

くとも年1回以上）、産業医の資格があれば、船舶所有者が選任する「船員向けの産業医」

となることが可能となります。 

上記のことから、今般本会宛に、件名の協力依頼がありました。（別添1） 

今後、船舶所有者より「船員向け産業医」の選任にかかる相談等の増加が予想されますの

で、本件の趣旨をご理解の上、貴会会員ならびに貴会関係郡市区医師会等への周知方につき

まして、特段のご高配を賜わりますようお願い申し上げます。 

 

 

＜参考＞  
「船員向け産業医」になられる方のための動画・参考資料（一般財団法人海技振興センター） 
動画：http://www.maritime-forum.jp/et/movie/doctor/all.mp4 

参考資料：http://www.maritime-forum.jp/et/pdf/doctor.pdf 

 
 

http://www.maritime-forum.jp/et/movie/doctor/all.mp4
http://www.maritime-forum.jp/et/pdf/doctor.pdf


国 海 員 第 ７ １ 号 

令和４年６月１５日 

公益社団法人 日本医師会 御中 

国土交通省海事局船員政策課長 

（公 印 省 略） 

船舶所有者が選任する産業医の確保について（周知・協力依頼） 

 平素より、海事行政に対し、ご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございま

す。 

 さて、国土交通省では、船員の労働条件、安全衛生に関する事項を所管してお

り、現在、船員の働き方改革を進めているところです。 

 船員は、陸から隔離された閉鎖空間での職住一体の生活という特殊な事情によ

り、人間関係上の問題が陸上より深刻になりやすく、長時間労働の実態や健康管理

の状況も陸上事務所から把握しにくい状態にあります。このため、高ストレス者の

割合や生活習慣病等の健康リスクが高い状況にあります。 

 一方、船員の健康管理に関しては、各船舶所有者に対する制度的な仕組みがこれ

まではなく、自主的な取組に任されていたところです。また、船内の衛生保持等に

ついては衛生管理者等が担っているところですが、メンタルヘルスの不調や長時間

労働への対応等については、十分な専門的知見を求める仕組みとはなっていません

でした。 

 このような状況を踏まえ、船員の心身の健康確保を図るため、「交通政策審議会海

事分科会船員部会」において「船員の働き方改革の実現に向けて（令和２年９月）」

が、「船員の健康確保に関する検討会」において「船員の健康確保に向けて」（令和

２年１０月）がそれぞれとりまとめられ、当該とりまとめの内容を踏まえ、①産業

医制度の導入、②健康診査の見直し、③長時間労働者に対する面接指導の導入、④

ストレスチェック制度の導入等を内容とする、「船員法施行規則等の一部を改正する

省令（令和４年国土交通省令第４２号）」が本年４月１５日に公布され、令和５年４

月１日から施行されることとなっております。（別添参照） 

 このうち、産業医については、これまで船員を使用する船舶所有者にはその選任

が義務付けられておりませんでしたが、令和５年４月１日以降、常時５０人以上の

船員を使用する船舶所有者には、選任が義務付けられることとなりました。（常時使

用する船員が５０人未満の船舶所有者については努力義務） 

 船舶所有者が選任する船員向けの産業医の要件については、労働安全衛生法に基

づく産業医と同一のものとしているため、同法に基づく産業医の資格があれば、船

舶所有者が選任する船員向けの産業医となることが可能です。 

また、産業医が行う業務の内容についても、労働安全衛生法に基づき行う産業医

別添1



 

の業務と概ね同様のものとしております。（詳細は下記（参考１）参照） 

上記の制度改正を受け、今後、船員を使用する船舶所有者は、船員向け産業医の

選任が必要となることについて、貴会におきましても、傘下会員にご周知をお願い

するとともに、船舶所有者が選任する船員向け産業医の確保につきましても、是非

ともご協力頂きたく、あわせて周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

 

（参考１）船舶所有者が選任する船員向け産業医制度の概要 

 ①産業医の業務 

・健康証明書に係る健康検査の結果に基づく船員の健康を保持するための措置 

・長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックの実施及びこれらの結果等

に基づく船員の健康を保持するための措置 

・作業環境の維持管理 

・作業の管理 

・船員の健康管理 

・健康教育、健康相談その他船員の健康の保持増進を図るための措置 

・衛生教育 

・船員の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置 

 ②産業医による勧告 

産業医は、船員の健康管理等について、船舶所有者、総括安全衛生担当者等に

対して勧告等ができる。また、船舶所有者は勧告を尊重するとともに、当該勧告

をしたことを理由に産業医に対して解任その他の不利益な取扱いをしてはなら

ない。 

 ③産業医による船内の巡視 

産業医は、以下の頻度及び方法により、船内の作業環境及び衛生状態を把握し、

作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、船員の健康障害を防止する

ために必要な措置を講ずることとする。 

（ⅰ）少なくとも毎年１回（次のいずれか） 

a  産業医による船内の巡視 

b  a に準ずるものとして国土交通大臣が定める方法（オンラインによる船内 

の巡視を想定。） 

(ⅱ) 少なくとも月１回 

・衛生管理者等の巡視結果の産業医に対する報告 

 

（参考２）船員向け産業医になられる方のための動画・参考資料（一般財団法人海技 

振興センター作成） 

     動画：http://www.maritime-forum.jp/et/movie/doctor/all.mp4 

     参考資料：http://www.maritime-forum.jp/et/pdf/doctor.pdf 

 

以上 



主な改正内容（船員労働安全衛生規則（一部、船員法施行規則）の改正により措置）

①産業医の選任

○常時50人以上の船員を使用する船舶所有者に対し、船員の健康管理等を行う産業医
の選任を義務付け。

○産業医の業務を、陸上制度と同様に、船員の健康管理等の医学的サポートとする。

○船舶所有者は、産業医に対し、年１回以上の船内巡視や、月１回以上の衛生担当者
等による巡視の報告等により、船内の作業環境・衛生状態を把握させ、船員の健康
障害を防止するために必要な措置を講じさせなければならない。

○その他の船舶所有者についても、医師等に船員の健康管理等を行わせるよう努める
こととする。

②健康検査の結果
に基づく船員の
健康を保持する
ための措置

○健康検査の項目について、健康管理の観点から、貧血検査等を追加する等の見直し
を行う。【船員法施行規則の改正】

○常時使用する船員に対し、船舶所有者の負担により、健康検査における医師の診断
の結果が記載された書面を船舶所有者へ提出させることを義務付け。

○船舶所有者に対し、船員から提出のあった書面の保存を義務付け（５年間）。

○船舶所有者に対し、健康検査で異常が認められた船員の健康を保持するため、医師
の意見を聴き、その内容を記録・保存することを義務付け。

○船舶所有者に対し、医師の意見を勘案し、就業上の措置（※）を講じることを義務
付け。

○船舶所有者は、健康検査で異常が認められた船員に対し、保健指導を行うように努
めることとする。

○船舶所有者は、騒音の激しい作業を行う船員に対し、オージオメータによる聴力検
査を受けさせるよう努めることとする。

船員の心身の健康確保を図るため、「船員の働き方改革の実現に向けて」（令和２年９月船員部会取りまとめ）及び
「船員の健康確保に向けて」（令和２年10月 船員の健康確保に関する検討会取りまとめ）を踏まえ、陸上における取組も
参考にしつつ、①産業医の導入、②健康診断のあり方、③過重労働対策、④メンタルヘルス対策の観点から
船員法施行規則等について所要の改正を行う。

船員法施行規則等の改正（船員の健康確保①）
（別添）



船員法施行規則等の改正（船員の健康確保②）

主な改正内容（船員労働安全衛生規則の改正により措置）

③過重労働対策
（長時間にわたる労働
に関する面接指導）

○常時50人以上の船員を使用する船舶所有者に対し、１週40時間を超えて労働させ
た場合における、その超えた時間が１ヶ月80時間を超え、かつ、疲労蓄積が見ら
れる船員への医師による面接指導の実施を義務付け（船員の申出に基づき実施）。

○船舶所有者に対し、面接指導の結果に基づき医師の意見を聴くほか、当該意見を
勘案し、必要に応じて、面接指導を受けた船員に対する就業上の措置（※）を講
じることを義務付け。

○船舶所有者は、面接指導を行う船員以外の船員であって、健康への配慮が必要な
船員についても、面接指導等の実施に努めることとする。

○その他の船舶所有者についても、同様の面接指導等の実施に努めることとする。

④メンタルヘルス対策
（心理的な負担の程度
を把握するための

検査等）

○常時50人以上の船員を使用する船舶所有者に対し、年１回以上の医師等による心
理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）の実施を義務付け。

○船舶所有者は、医師等に、船舶等の集団ごとにストレスチェックの結果を集計・
分析させ、その分析結果を勘案し、当該集団の船員の心理的負担を軽減するため
の措置を講ずるよう努めることとする。

○ストレスチェックの結果、高ストレス船員が、医師による面接指導を希望する場
合は、面接指導を実施し、その結果に基づき、必要に応じて、当該船員に対する
就業上の措置（※）を講じることを義務付け。

○その他の船舶所有者についても、ストレスチェック・面接指導等の実施に努める
こととする。

【船員職業安定法施行規則の改正】
船員派遣の場合において、派遣元・派遣先のどちらに上記①～④の規定が適用されるかについて、陸上の派遣制度
の適用関係を参考にしつつ、明確化する。

※②～④の就業上の措置の例：作業の転換、労働時間の短縮、乗船期間の短縮等

公布日：令和４年４月15日 施行日：令和５年４月１日




